
●●委員（10/10提出） ●●委員（10/14提出）

報酬

・令和７年度は改選があったため、通例どおりの支給方法が妥当

・報酬額は現行どおり
・最低賃金、財政指標の推移から判断し１％程度のアップであれば市民の理解

が得られるのではないか

期末手当

・直近１年間の人口減少人数により、５段階（A～E評価）で評価

・支給割合は人事院勧告の数値を基に、0.5～2.0倍の範囲で設定

・ただし令和７年度は改選があったため、通例どおりの支給方法が妥当

・報酬額は現行どおり

・令和６年度の特別職報酬審議会答申で、「期末手当の率の改訂は審議会を開

催して議論を行わず、人事院勧告に準じて行うこととし、必要に応じ宍粟市特

別職報酬審議会条例の改正を含めて、市で対応していただくことが望ましい」

としている

・令和７年度も人事院勧告の率の適用が妥当としている。ここ数年の答申内容

を踏襲し、人事院勧告の率（+0.05月）とすることが望ましい

その他

・報酬額を５名の委員で判断するのは困難

・令和８年度以降の報酬は、成果に連動した報酬額とするよう、報酬審議会か

ら提案すべき

・成果を期末手当で評価する仕組みを導入することで、市民の理解が得られる

のではないか

・成果をもとに、報酬見直しの議論をもう少し多くの委員もしくは市民意見を

聴取して議論すべき

・仕事の成果については、本人の活動を知るこは限界があり、評価も判断する

者の立場によって様々

・市長等の最大の評価は選挙による市民の審判であり、報酬額は社会情勢や民

間企業の状況から判断すべき

令和７年度　特別職報酬審議会（第２回）資料
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令和６年度要望（一例） 

区分 議案名 要望項目 備考

県 地域医療の確保

①公立病院及びへき地診療所への支援

②小児一次救急体制維持のための小児科医師の確保

③救急安心センター事業（＃7119）の全県展開

要望の結果、県R7当初予算にて「公立宍

粟総合病院建替整備支援」（補助金）が

新設

※別紙資料参照

国
地方債制度の延長及び交付税措

置の見直し

①緊急防災・減災事業債の措置期間の延長

②公立病院の新設・再編・ネットワーク化に係る事業に関し、

病院事業債（特別分）における地方交付税措置の引き上げ

R6年度の西播磨市町長会での直接要望活

動において、病院事業債の交付税措置の

対象となる建築単価の上限引き上げを総

務省に直訴

国
水道事業に対する財政支援体制

の強化及び財政措置の拡充

①水道施設の耐震化に対する財政措置の拡充

②過疎対策事業債の対象範囲の拡大及び過疎地域の維持管理経

費に対する財政支援の新設

国県への要望活動の基本的な流れ

・国、県への要望は兵庫県市長会を通じて各市が要望議案を提出

・兵庫県市長会が取りまとめた要望について、県関係部署から意見を聴取

・県の意見を踏まえた調整や副市長会での協議

・兵庫県市長会総会を経て、国県へ要望

その他、西播磨市町長会の連携や

通常の公務における市長のネット

ワークを活かし、宍粟市の課題や

要望を地元選出議員等に伝えるこ

とも、市長の重要な公務
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別紙
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議会における提案等の実績（令和７年10月調査）

近隣 同規模

相生市 赤穂市 たつの市 西脇市 小野市 加西市 加東市 朝来市 養父市 丹波篠山市

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和６年度 令和６年度 令和６年度 令和６年度 令和６年度 令和６年度 令和６年度 令和６年度 令和６年度 令和６年度

意見書（請願） 1件 2件 2件 1件 3件 3件 0件 0件 0件 0件 6件 1件 0件

発議（提案） 3件 0件 3件 0件 3件 2件 2件 1件 4件 5件 12件 3件 1件

修正案 0件 5件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件

計画に対する意見 4件 6件 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

継続調査報告 11件 0件 6件 23件 0件 0件 3件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

政策提言 3件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 2件 0件 0件 0件

集計 22件 13件 14件 24件 6件 5件 5件 1件 5件 7件 18件 4件 1件

西播磨 類似団体
宍粟市
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議員報酬にかかるニュース（R7官庁速報より） 

① 議員報酬を２０年ぶりに改定し２割増 （石川県能美市議会）【Ｒ７．５】

  議員（定数１６）の月額報酬を改定し８万円増額（特別職報酬審議会の答申を踏まえ） 

理由：２割の増額により議員の成り手不足を解消し、多様な住民の声を行政運営に反映させる

ため。（財政状況や近隣自治体の状況などを勘案） 

     議長   ４５万円 ⇒ ５４万円 

   副議長 ３９万円 ⇒ ４７万円 

   議員   ３７万円 ⇒ ４５万円 

② 議員報酬増額を断念 （徳島県那賀町議会）【Ｒ７．７】

  議員（定数１４）の成り手不足解消のため、改選後に１０万円を超える報酬改定を目指すも断念 

  理由：住民説明会で増額幅の見直しや、定数の削減を同時に行うべきとの意見があり、再度議員

間で協議したが意見がまとまらず 

  議員 １８万２０００円 ⇒ ２８万８６００円 改定見送り 

③ 議員報酬見直しの参考に手引書（全国町村議長会）【Ｒ７．９】

     低額とされる町村議員報酬の見直しに向けて作成。個人の裁量に委ねられる部分の多い「議員

活動」の範囲も整理。 

議員の活動日数を首長の活動量と比較し割り出す形で「原価方式」を提案。 
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評価連動型報酬の導入、検討状況 

① 市民評価連動型給料を導入 （R５:大阪府寝屋川市）

  市長等の給料について、４年に１度の市民アンケートの結果を反映させる。 

     対象：市長等（三役）の給料   ０％～△３０％の減額措置あり。 

※期末手当の支給割合（４．２５月、加算２０％）及び、議員報酬等については変更なし。

② 市民評価連動型給与制度を導入 （R7:大阪府箕面市）

  市長の給料について、２年に１度の市民アンケートの結果を反映させる。（審議会において三役へ

の適用を諮問するも市長のみとする答申。 ）  

対象：市長の給料   △３０％～＋１０％の増減措置あり。（別途、退職金を廃止） 

※副市長、教育長の給料、三役の期末手当の支給割合（４．５５月、加算２０％）及び議員報酬等

については変更なし。 

③ 歩合制の導入についての意見（R3:東京都羽村市）

     審議会において、歩合制の導入についての意見があり、結果、答申書の審議経過の中で触れられ

たが、以降の進展なし。 

④ 成果主義の導入について審議（R６:和歌山県串本町）

     議会における成果主義の導入についての意見を踏まえ、審議会において議論するも、議員報酬に

はそぐわないとの結論。 
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